
第83号
発行
３30 1

発行：大山崎町議会　編集：広報常任委員会　〒618−8501  京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地 ☎（075）956−2101（代）

1

山崎の渡しと中洲
　山崎の渡しとは、かつて大山崎・島本と対岸の橋本との間を結んでいた渡し舟のことです。平安時代
中期から続く由緒ある渡し舟で、谷崎潤一郎の名作「蘆刈」の舞台にも登場しました。明治30年代以降、
桂川の付け替え工事によって、桂川と宇治川・木津川に分離され、間に堤（中洲）ができました。そのため、
渡し舟の客は、まず桂川を舟で渡り、中洲を徒歩で横断した後、再び別の渡し舟で宇治川・木津川を渡
ることになりました。風情のある渡し場でしたが、昭和37年（1962）に廃止されました。写真は夏の堤（中
洲）の風景です（北尾鐐之助『淀川』昭和18年<1943>）。� （大山崎町歴史資料館）

一般質問要旨など���������������　2 ～ 6
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議会基本条例について����������　10 ～ 11
議会のうごき等��������������������　12

主な内容
平成29年第４回定例会

町体育館の使用料改定、改修工事増額変更を可決
平成29年第４回定例会（12月議会） 会期12月１日～12月19日

町職員の給与に関する条例などの一部改正を可決

第二大山崎小プール改築工事契約を可決
府道(西国街道ほか)の一部の町道認定に同意

表紙の
写真

７
ペ
ー
ジ

現在
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１
．
教
育
環
境
・
支
援
に
つ
い
て

問
大
山
崎
小
の
ハ
ー
ド
面

が
不
足
し
、良
好
な
教
育
環
境

が
整
っ
て
い
な
い
。来
年
度
の

緊
急
対
策
や
、今
後
の
児
童
数

予
測
は
さ
れ
て
い
る
か
。

答
来
年
度
の
大
山
崎
小
児

童
数
は
６
１
０
名
、
平
成
35

年
度
に
は
６
０
０
人
と
見
込

ん
で
お
り
減
少
傾
向
と
認
識

し
て
い
る
。
一
方
、
特
別
支

援
学
級
の
児
童
数
は
増
加
傾

向
に
あ
り
、
今
後
普
通
教
室

数
の
不
足
を
危
惧
し
て
い
る
。

問
対
策
と
し
て
、
現
在
第

二
大
山
崎
小
学
校
区
に
隣
接

す
る
大
山
崎
小
学
校
区
域
内

に
弾
力
化
制
度
の
導
入
調
査

や
、
大
山
崎
小
の
増
改
築
を

検
討
し
て
は
い
か
が
か
。

答
通
学
区
域
の
弾
力
化
制

度
は
有
効
な
手
段
の
１
つ
と

認
識
し
て
お
り
、
今
後
調
査・

研
究
し
て
い
く
。大
山
崎
小
の

増
築
等
は
整
備
期
間
や
予
算

が
課
題
と
な
る
。今
後
長
寿
命

化
と
合
わ
せ
検
討
し
て
い
く
。

問
小
・
中
学
校
の
不
登
校

児
童
・
生
徒
の
学
習
の
場
の

選
択
肢
と
し
て
、
教
育
支
援

セ
ン
タ
ー（
適
応
指
導
教
室
）

の
設
置
を
望
む
声
を
聞
く
。

必
要
性
の
認
識
を
問
う
。

答
適
応
指
導
教
室
の
必
要

性
は
認
識
し
て
い
る
。

問
改
め
て
就
学
援
助
制
度

に
お
け
る
入
学
準
備
金
の
早

期
支
給
や
、
ク
ラ
ブ
活
動
費

を
援
助
項
目
に
含
め
る
点
に

つ
い
て
は
い
か
が
か
。

答
入
学
準
備
金
は
本
年
度

か
ら
７
月
初
旬
に
早
め
て
支

給
し
た
が
、早
期
支
給
に
向
け

て
検
討
す
る
。ク
ラ
ブ
活
動
費

を
援
助
費
目
に
含
め
る
点
も

引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
。

２
．
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

問
今
年
度
の
出
生
数
増
加

や
、宅
地
開
発
に
よ
る
転
入
も

増
え
て
い
る
。来
年
度
の
保
育

所
入
所
状
況
予
測
は
ど
う
か
。

待
機
児
童
を
出
さ
な
い
た
め

の
対
策
は
い
か
が
お
考
え
か
。

答
来
年
度
以
降
の
保
育
所

ニ
ー
ズ
は
、町
立
保
育
所
３
園

と
小
規
模
保
育
２
園
で
対
応

可
能
と
見
込
ん
で
い
る
。し
か

し
、出
生
数
増
や
子
育
て
世
代

の
転
入
増
が
加
速
し
た
場
合
、

来
年
度
当
初
に
待
機
児
童
が

発
生
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

問
保
護
者
の
病
気
等
に
よ
る

利
用
や
、
年
度
途
中
で
入
所
で

き
ず
に
非
定
型
的
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
等
、
一
時
保
育
の
ニ
ー
ズ

も
増
え
て
い
る
と
聞
く
。
来
年

度
以
降
の
対
策
を
問
う
。

答
来
年
度
も
現
行
制
度
を

継
続
し
、31
年
度
以
降
は
利
用

ニ
ー
ズ
を
見
極
め
、新
し
い
民

間
保
育
所
で
も
検
討
す
る
。

３
．
中
学
校
給
食
導
入
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て

問
12
月
１
日
付
の
建
設
経

済
新
聞
に
中
学
校
給
食
施
設

の
基
本
設
計
に
着
手
し
、
セ

ン
タ
ー
方
式
に
よ
る
用
地
を

年
内
に
確
定
と
の
記
載
が
あ

る
。
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

答
概
ね
来
年
１
月
初
旬
に

用
地
選
定
を
終
え
、基
本
設
計

を
行
う
。候
補
敷
地
は
公
有
地

４
か
所
。30
年
度
に
実
施
設
計

を
行
い
、
導
入
を
進
め
る
。

第４回定例会（12月議会）では、９人の
議員が一般質問に立ち、当面する本町
の課題について、町の考えをただしま
した。質問と答弁の内容を要約し、お
知らせします。

辻　真理子議員……P ２
❖教育環境・支援について
❖子育て支援について　他 

山中　一成議員……P ３
❖子育てについて
❖地域振興について　他

波多野庇砂議員……P ３
❖ 町財政の改善努力、その具体的な方

策について
❖企業誘致の努力について　他

前川　光議員……P ４
❖山本町長の危機管理について

岸　　孝雄議員……P ４
❖ 児童教育環境及び学童保育事業につ

いて
❖ 地域におけるふれあいづくり活動支

援と空き家の有効活用について

朝子　直美議員……P ５
❖公民館の更新について
❖水道料金の引き下げについて

西田　光宏議員……P ５
❖子ども達の教育環境整備について
❖ 町体育館改修工事と今後の活用につ

いて　他

渋谷　　進議員……P ６
❖本町における「民泊」規制について
❖ 行政の意思決定過程の透明化と情報

公開について

北村　吉史議員……P ６
❖ 山本町政の評価と今後の課題、10

年先の財政状況について
❖ 高齢者のロコモティブシンドローム

の対策について
※�掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。（質問順に掲載）

※�掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

辻
　
真
理
子
議
員
（
所
属
会
派
＝
日
本
共
産
党
議
員
団
）
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１
．
子
育
て
に
つ
い
て

問
保
育
所
民
営
化
に
つ
い

て
尋
ね
る
。

答
平
成
31
年
度
か
ら
最
長
４

年
間
、時
限
的
に
第
２
保
育
所
を

存
続
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
加
え
て
、４
年
間
の
時
限
的

存
続
に
係
る
対
応
と
し
て
、当

初
は
、現
在
の
第
２
保
育
所
の

在
園
児
童
の
み
を
対
象
と
す

る
予
定
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、こ
の
間
の
説
明
会
に
お
け

る
保
護
者
の
皆
様
か
ら
の
ご

意
見
・
ご
要
望
に
で
き
る
限
り

応
え
、丁
寧
に
保
育
所
民
営
化

を
進
め
て
い
く
た
め
に
、来
年

度
第
２
保
育
所
に
新
た
に
入

所
す
る
１
歳
児
以
上
の
児
童

に
つ
い
て
も
今
回
の
時
限
的

措
置
の
対
象
と
し
た
。

　
引
き
続
き
、
説
明
責
任
を

果
た
す
と
と
も
に
、
頂
戴
し

た
ご
意
見
に
つ
い
て
も
で
き

る
限
り
反
映
す
る
よ
う
努
め

た
い
と
考
え
て
い
る
。

２
．
地
域
振
興
に
つ
い
て

問
２
０
２
０
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク･

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
聖
火
リ
レ
ー
誘
致
に
つ
い

て
、
所
見
を
伺
う
。

答
現
在
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
事

業
を
推
進
し
て
い
る
町
と
し

て
は
、
町
域
を
通
る
コ
ー
ス

設
定
の
要
望
活
動
を
積
極
的

に
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
要
望
活
動
に
あ
た
っ
て
は
、

本
町
の
み
な
ら
ず
乙
訓
２
市

や
、
関
係
団
体
と
も
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
聖
火
リ
レ
ー

誘
致
に
向
け
た
取
組
を
進
め

た
い
と
考
え
て
い
る
。

３
．
平
成
30
年
度
予
算
編
成

に
向
け
て

問
安
心･

安
全
の
た
め
の
防

犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
つ
い
て
、

予
算
化
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
私
が
町
長
に
就
任
し
て

以
降
は
、
更
新
数
を
倍
増
さ

せ
、
加
え
て
集
中
的
に
設
置

す
る
こ
と
で
、
地
域
の
方

か
ら
は
「
劇
的
に
明
る
く

な
っ
た
」
と
の
声
を
い
た
だ

く
。
一
方
、
い
ま
だ
残
り
約

１
，
２
０
０
基
の
防
犯
灯
の

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
が
未
整
備
で
、
速

や
か
な
整
備
を
求
め
る
要
望

も
い
た
だ
い
て
い
る
。

　
単
年
度
に
多
額
の
財
源
が

必
要
と
な
る
た
め
、
各
種
有

利
な
補
助
事
業
や
起
債
等
を

活
用
し
た
い
。そ
の
上
で
、可

及
的
速
や
か
に
町
民
の
皆
様

の
安
心
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
平
成
30
年
度
の
事
業
実

施
に
向
け
て
、
鋭
意
検
討
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
教
育
課
題
で
あ
る
不
登
校

へ
の
対
応
と
し
て
、
教
育
支
援

セ
ン
タ
ー（
適
応
指
導
教
室
）に

つ
い
て
の
お
考
え
を
伺
う
。

答
不
登
校
及
び
そ
の
傾
向

に
あ
る
児
童
生
徒
を
対
象
に
、

学
校
と
は
異
な
る
居
場
所
を

確
保
し
、
一
人
一
人
の
状
況

に
応
じ
た
支
援
を
行
い
、
心

の
安
定
と
自
信
の
回
復
を
図

り
、
学
校
復
帰
や
自
立
的
な

成
長
を
促
し
て
い
く
適
応
指

導
教
室
の
開
設
に
向
け
て
検

討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
職
員
の
働
き
方

改
革
や
、
本
町
で
の
不
登
校

の
児
童
生
徒
の
実
態
に
つ
い

て
質
問
し
ま
し
た
。

１
．町
財
政
の
改
善
努
力
、そ

の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て

問
歳
入
増
の
方
策
に
つ
い

て
問
う
。

答
町
の
Ｐ
Ｒ
活
動
や
受
け

皿
整
備
の
ほ
か
、ふ
る
さ
と
納

税
に
も
取
り
組
み
、昨
年
度
実

績
７
，５
９
０
万
円
で
あ
っ
た
。

２
．
企
業
誘
致
の
努
力
に
つ

い
て

問
町
内
の
適
地
は
生
産
緑

地
指
定
の
た
め
枯
渇
し
て
い

る
。
対
策
を
問
う
。

答
地
元
企
業
と
良
好
な
関

係
を
築
く
よ
う
努
め
て
い
る
。

町
の
コ
ン
パ
ク
ト
さ
を
活
か

し
、ま
ち
づ
く
り
を
進
め
た
い
。

問
都
市
計
画
税
の
大
増
税

は
都
市
開
発
を
進
め
な
い
現

状
に
矛
盾
す
る
が
い
か
が
か
。

答
実
施
中
の
下
水
道
事
業

等
の
た
め
に
導
入
し
た
。

３
．
長
岡
京
市
の
道
路
整
備

に
つ
い
て

問
同
市
と
異
な
り
、
当
町

は
未
計
画
の
ま
ま
都
市
計
画

税
を
創
設
し
た
。
ま
た
町
民

へ
説
明
を
行
わ
ず
付
議
し
た
。

答
法
定
の
上
限
税
率
0.3
％

内
の
0.1
％
に
設
定
し
た
。

４
．
都
市
計
画
税
実
施
に
つ

い
て

問
現
支
出
の
下
水
道
事
業

に
該
当
さ
せ
る
答
弁
は
単
な

る
増
税
に
等
し
い
。無
収
入
で

も
救
済
が
な
い
。住
宅
劣
化
す

る
の
に
増
税
は
矛
盾
す
る
。

答
ピ
ー
ク
時
比
10
億
円
以

上
の
減
収
に
対
応
し
た
い
。

問
２
段
目
の
増
税
ロ
ケ
ッ

ト
は
い
つ
の
時
期
か
。

答
議
会
に
諮
る
べ
き
事
項

で
、
具
体
的
予
定
は
な
い
。

５
．
天
王
山
を
柱
と
す
る
観

光
概
要
に
つ
い
て

問
関
連
経
費
は
い
く
ら
か
。

答
27
、
28
年
度
決
算
額
と

29
年
度
予
算
額
の
合
計
は
１

億
２
，
５
０
０
万
円
で
あ
る
。

問
私
有
の
天
王
山
へ
の
莫

大
な
税
投
入
で
は
な
い
か
。

答
来
訪
者
を
迎
え
る
た
め

の
整
備
で
、莫
大
な
税
投
入
と

認
識
し
て
い
な
い
。台
風
の
倒

木
処
理
は
職
員
も
実
施
し
た
。

問
50
回
登
頂
者
表
彰
、
登

頂
証
明
書
発
行
等
は
、
町
に

管
理
責
任
が
生
じ
、
町
民
の

リ
ス
ク
負
担
に
な
る
の
で
は
。

答
登
山
中
の
事
故
は
登
山

者
の
自
己
責
任
で
あ
る
。

６
．防
災
治
水
対
策
に
つ
い
て

問
町
長
は
桂
川
治
水
利
水

対
策
協
議
会
等
に
欠
席
し
た

が
、出
席
し
て
大
戸
川
ダ
ム
整

備
に
尽
力
す
べ
き
で
な
い
か
。

答
必
要
と
認
識
し
、
要
望

活
動
を
行
っ
て
い
る
。

問
高
橋
川
の
砂
防
ダ
ム
は

小
さ
い
。
土
砂
崩
れ
時
に
下

流
の
暗
渠
で
詰
ま
れ
ば
、
阪

急
や
Ｊ
Ｒ
、
住
戸
に
被
害
が

出
る
心
配
が
あ
る
。
当
町
予

算
を
使
わ
ず
対
応
を
求
め
る

べ
き
で
あ
る
。

答
砂
防
堰
堤
２
か
所
で
下

流
の
被
害
は
軽
減
さ
れ
る
。

７
．保
育
所
民
営
化
に
つ
い
て

問
既
存
の
民
間
保
育
所
か

ら
保
育
士
が
多
数
移
る
こ
と

で
、
町
自
ら
今
ま
で
の
雇
用

を
壊
す
の
で
は
な
い
か
。

答
町
立
保
育
所
で
で
き
る

限
り
雇
用
に
努
め
る
。

※�掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

山
中 

一
成
議
員
（
所
属
会
派
＝
大
山
崎
ク
ラ
ブ
）

波
多
野 

庇
砂
議
員
（
所
属
会
派
＝
の
ぞ
み
）
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１
．
山
本
町
長
の
危
機
管
理

に
つ
い
て

問
桂
川
氾
濫
後
ま
た
は
決
壊

後
の
浸
水
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

答
浸
水
想
定
区
域
図
で
は
、

字
大
山
崎
地
域
に
限
る
と
、

Ｊ
Ｒ
線
路
よ
り
も
東
側
に
つ

い
て
は
、
ほ
ぼ
全
域
で
浸
水

が
見
込
ま
れ
る
。
最
も
高
い

地
域
で
５
ｍ
を
超
え
る
水
位

が
予
想
さ
れ
る
。

問
浸
水
時
間
は
ど
の
く
ら

い
継
続
す
る
と
考
え
て
い
る

の
か
。

答
河
川
氾
濫
時
の
浸
水
想

定
区
域
図
の
中
で
示
さ
れ
た

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る

と
、
字
大
山
崎
地
域
の
浸
水

が
想
定
さ
れ
る
区
域
に
お
け

る
浸
水
継
続
時
間
は
、
ほ
ぼ

全
域
で
12
時
間
以
上
24
時
間

以
内
、
小
字
鏡
田
地
域
の
一

部
が
24
時
間
以
上
72
時
間
以

内
と
さ
れ
て
い
る
。

問
決
壊
な
ら
ば
西
高
田
・

鏡
田
地
域
に
家
屋
倒
壊
の
可

能
性
は
な
い
の
か
。

答
家
屋
倒
壊
等
氾
濫
想
定

区
域
は
、
河
川
氾
濫
が
発
生

し
、
氾
濫
流
が
住
宅
地
に
押

し
寄
せ
た
場
合
に
、
木
造
家

屋
が
そ
の
外
力
に
よ
っ
て
押

し
流
さ
れ
、
倒
壊
し
て
し
ま

う
危
険
性
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
区
域
に
含
ま
れ

る
地
域
は
小
字
鏡
田
の
大
部

分
と
、小
字
広
敷
、尻
江
、傍

示
木
、
大
山
崎
茶
屋
前
の
一

部
で
あ
る
。

問
大
山
崎
排
水
ポ
ン
プ
場
、

大
山
崎
汚
水
中
継
ポ
ン
プ
場

の
ポ
ン
プ
・
発
電
機
の
設
置

高
さ
、
役
場
の
発
電
機
の
設

置
高
さ
、
大
山
崎
小
学
校
の

発
電
機
の
設
置
高
さ
、
上
水

は
使
用
で
き
る
か
、
そ
れ
ぞ

れ
浸
水
時
に
使
用
可
能
か
。

答
大
山
崎
排
水
ポ
ン
プ
場

に
お
け
る
ポ
ン
プ
・
発
電
機

の
設
置
高
さ
は
、
地
上
か
ら

3.2
ｍ
、
大
山
崎
汚
水
中
継
ポ

ン
プ
場
に
お
け
る
ポ
ン
プ
は

マ
イ
ナ
ス
11
ｍ
、
発
電
機
は

０
ｍ
、
役
場
庁
舎
に
お
け
る

発
電
機
の
設
置
高
さ
は
9.7
ｍ

で
あ
る
。
大
山
崎
小
学
校
に

は
自
家
用
発
電
機
を
設
置
し

て
な
い
が
、
校
舎
屋
上
に
太

陽
光
パ
ネ
ル
発
電
設
備
と
蓄

電
池
を
設
置
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
機
器
の
浸
水

時
の
使
用
は
、
浸
水
想
定
区

域
図
に
お
け
る
水
位
に
照
ら

す
と
、
大
山
崎
排
水
ポ
ン
プ

場
、
大
山
崎
汚
水
中
継
ポ
ン

プ
場
は
、
ポ
ン
プ
及
び
発
電

機
の
浸
水
に
よ
っ
て
使
用
不

可
と
な
る
。
役
場
の
発
電
機

は
３
階
ベ
ラ
ン
ダ
に
設
置
し

て
あ
る
た
め
使
用
可
能
で
あ

る
。
大
山
崎
小
学
校
の
太
陽

光
パ
ネ
ル
発
電
設
備
も
屋
上

設
置
の
た
め
使
用
が
可
能
で

あ
る
。上
水
関
係
施
設
は
、仏

生
田
第
２
受
水
場
は
浸
水
想

定
区
域
外
に
あ
る
た
め
、
鳥

居
前
配
水
池
と
稲
葉
配
水
池

へ
の
送
水
は
継
続
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
自
家
発
電

機
も
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、

仮
に
停
電
が
発
生
し
て
も
、

30
時
間
程
度
は
給
水
を
継
続

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
．
児
童
教
育
環
境
及
び
学

童
保
育
事
業
に
つ
い
て

問
町
内
の
両
小
学
校
の
給

食
調
理
施
設
の
温
湿
度
環
境

に
つ
い
て
、
国
の
大
量
調
理

施
設
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
、

学
校
給
食
衛
生
管
理
の
基
準

に
準
拠
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

答
給
食
施
設
の
衛
生
的
な

室
内
環
境
の
確
保
、
空
調
設

備
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
安

全
か
つ
安
定
し
た
給
食
の
提

供
と
調
理
員
の
労
働
環
境
の

観
点
か
ら
も
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問
両
小
学
校
と
も
に
経
年

劣
化
で
雨
漏
り
等
が
発
生
し

て
い
る
が
、
教
育
環
境
の
維

持
改
善
を
求
め
る
。

答
こ
れ
ま
で
小
学
校
の
耐

震
化
、
普
通
教
室
等
へ
の
空

調
設
置
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
、

ト
イ
レ
改
修
工
事
を
計
画
的

に
実
施
し
て
き
た
が
、
さ
ら

に
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
に
お
け
る
個
別
計
画
と
し

て
対
応
に
努
め
た
い
。

問
小
中
学
校
で
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

等
に
よ
る
い
じ
め
へ
の
関
係

各
機
関
や
団
体
、
公
的
施
策

と
の
連
携
に
よ
る
対
応
策
に

つ
い
て
問
う
。

答
教
育
専
門
家
か
ら
「
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
利
用
で
い
じ
め
が
学

校
だ
け
で
な
く
、
帰
宅
後
や

休
み
中
に
も
広
が
っ
た
」と

の
指
摘
も
あ
り
、
学
校
で
の

モ
ラ
ル
指
導
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
も
情

報
提
供
や
啓
発
を
進
め
る
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
不
適
切
な
サ
イ
ト
や
書
き

込
み
を
発
見
す
る
た
め
、
府

教
育
委
員
会
の
ネ
ッ
ト
パ
ト

ロ
ー
ル
等
も
活
用
し
、
い
じ

め
に
対
処
す
る
。

２
．
地
域
に
お
け
る
ふ
れ
あ

い
づ
く
り
活
動
支
援
と
空
き

家
の
有
効
活
用
に
つ
い
て

問
増
加
す
る
空
き
家
を
地
域

交
流
や
子
育
て
支
援
、
教
育
支

援
活
動
、
高
齢
者
等
の
ふ
れ
あ

い
づ
く
り
活
動
の
拠
点
と
し
て

有
効
活
用
し
て
は
ど
う
か
。

答
現
在
約
３
５
０
戸
あ
る

空
き
家
が
、
今
後
人
口
減
少

と
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
増

え
て
い
く
こ
と
は
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
や
地
域

防
災
に
大
き
な
支
障
が
生
ず

る
と
懸
念
し
て
い
る
。
空
き

家
を
地
域
で
の
ふ
れ
あ
い
づ

く
り
の
拠
点
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
大

き
な
課
題
と
認
識
し
て
い
る
。

３
．
障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
地
域
間
格
差
に
つ
い
て

問
障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
乙
訓
２
市
１
町
内
で
の

地
域
間
格
差
の
現
状
と
補
正

の
必
要
性
に
つ
い
て
、
町
長

の
見
解
を
問
う
。

答
誰
も
が
地
域
の
中
で
自

立
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
を
整
備

し
、
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図

る
。全
て
の
障
が
い
者
や
障
が

い
児
が
必
要
な
支
援
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
、乙
訓
２
市
１
町

の
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を
し
っ

か
り
と
捉
え
、福
祉
ニ
ー
ズ
の

把
握
に
努
め
、
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
る
。

※�掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

岸
　
孝
雄
議
員
（
所
属
会
派
＝
民
主
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

前
川
　
光
議
員
（
所
属
会
派
＝
光
会
）
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１
．
子
ど
も
達
の
教
育
環
境

整
備
に
つ
い
て

問
学
校
施
設
の
充
実
に
つ

い
て
は
、
両
小
学
校
の
学
校

施
設
は
老
朽
化
へ
の
対
策
。

ま
た
、
本
町
の
小
中
学
校
に

お
け
る
教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に

つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

答
学
校
施
設
の
老
朽
化
は

先
送
り
の
で
き
な
い
課
題
で

あ
り
、公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
の
個
別
計
画
と
し
て
対

応
に
努
め
る
。教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

化
は
、情
報
化
の
進
展
に
伴
う

協
働
型
・
双
方
型
を
踏
ま
え
て

推
進
し
、本
町
の
授
業
の
充
実

を
目
指
し
て
活
用
し
た
い
。

問
準
要
保
護
児
童
生
徒
に

対
す
る
入
学
準
備
金
の
支
給

前
倒
し
に
つ
い
て
、
29
年
度

は
７
月
支
給
を
始
め
ら
れ
た

が
、
さ
ら
な
る
前
倒
し
の
考

え
は
な
い
か
。

答
乙
訓
２
市
１
町
で
一
定

協
議
し
て
、
早
期
支
給
に
向

け
て
進
め
た
い
。

再
質
問　
財
務
会
計
的
に
問

題
が
な
い
な
ら
、町
と
し
て
の

決
断
を
町
長
に
お
願
い
す
る
。

答
必
要
性
は
十
分
認
識
し

て
い
る
の
で
、
で
き
る
限
り
、

そ
の
よ
う
な
対
応
を
措
置
し

て
い
こ
う
と
思
う
。

２
．
町
体
育
館
改
修
工
事
と

今
後
の
活
用
に
つ
い
て

問
改
修
工
事
の
進
捗
状
況
、

変
更
契
約
の
具
体
的
内
容
、

施
設
更
新
後
の
競
技
用
具
の

更
新
計
画
、
オ
リ
・
パ
ラ
外

国
人
選
手
が
合
宿
活
用
し
た

場
合
の
影
響
は
い
か
が
か
。

答
工
事
は
全
体
と
し
て
概

ね
計
画
通
り
に
進
捗
し
て
い

る
。
変
更
契
約
は
ス
ポ
ー
ツ

施
設
・
災
害
時
避
難
所
施
設

と
し
て
今
後
も
長
く
安
心
し

て
使
用
す
る
た
め
、
工
事
の

進
捗
に
伴
い
仕
様
等
に
変
更

や
追
加
を
し
た
。
新
た
に
必

要
の
生
じ
た
工
事
は
合
算
７
，

１
０
０
万
２
８
０
円
で
あ
り
、

予
算
の
範
囲
内
で
変
更
契
約

を
締
結
す
る
。
競
技
用
具
等

の
更
新
は
、
老
朽
・
劣
化
の

激
し
い
用
具
を
中
心
に
補
正

予
算
を
要
求
し
て
お
り
、
次

年
度
以
降
も
活
用
可
能
な
補

助
金
・
助
成
金
等
の
財
源
確

保
に
努
め
た
い
。
外
国
人
選

手
が
合
宿
活
用
し
た
場
合
の

影
響
は
、
町
民（
一
般
利
用

者
）の
利
用
に
不
便
を
か
け

る
が
、
合
宿
の
前
後
等
で
選

手
の
負
担
が
な
い
程
度
で
地

元
民
と
の
交
流
を
持
ち
た
い
。

再
質
問　
変
更
内
容
は
理
解

し
た
が
、
変
更
工
事
の
中
に

は
当
初
の
契
約
に
含
め
て
お

く
べ
き
も
の
も
あ
る
よ
う
で

あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
の
考

え
方
は
い
か
が
か
。

答
工
事
の
予
算
額
を
抑
え

る
目
的
で
優
先
順
位
を
つ
け
、

し
か
た
な
く
当
初
設
計
か
ら

外
し
た
が
、
入
札
執
行
で
生

じ
た
差
金
を
活
用
し
、
財
政

負
担
を
含
む
施
設
管
理
・
利

用
を
十
分
考
慮
し
て
実
施
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
他
に
町
制
施
行
50
周
年
を

迎
え
て
、
オ
リ
・
パ
ラ
に
向

け
た
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
推
進
事

業
な
ど
に
関
し
、
12
項
目
の

質
問
を
し
ま
し
た
。

１
．
公
民
館
の
更
新
に
つ
い

て問
町
と
し
て
長
寿
命
化
で

は
な
く
、
建
て
替
え
と
方
針

を
固
め
て
い
る
よ
う
に
推
察

さ
れ
る
が
い
か
が
か
。

答
公
民
館
の
再
整
備
に
つ

い
て
は
、
公
民
館
単
独
で
検

討
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、

役
場
周
辺
地
区（
シ
ビ
ッ
ク

ゾ
ー
ン
）の
あ
り
方
や
再
編

と
い
っ
た
広
い
視
点
の
中
で
、

公
民
館
と
そ
の
周
辺
施
設
も

あ
わ
せ
て
、
施
設
整
備
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
。

　
現
段
階
で
は
、
建
て
替
え

の
方
針
を
固
め
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
今
後
開
催
す
る

公
共
施
設
整
備
計
画
検
討
会

議
で
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
お

聞
き
し
、
そ
の
後
に
町
と
し

て
の
整
備
方
針
を
決
定
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

問
町
民
参
画
の
検
討
会
議

を
７
月
頃
か
ら
年
８
回
開
催

す
る
予
定
と
さ
れ
て
い
た
が
、

い
ま
だ
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

来
年
度
に
繰
り
越
す
の
か
。

答
今
年
度
内
に
４
回
行
う

予
定
で
あ
る
。

再
質
問　
公
民
館
周
辺
の
各

施
設
に
つ
い
て
、
老
朽
化
度

合
い
の
調
査
を
行
っ
た
の
か
。

長
寿
命
化
が
不
可
能
な
施
設

は
あ
っ
た
か
。

答
特
段
調
査
は
行
っ
て
い

な
い
が
、
長
寿
命
化
が
不
可

能
な
施
設
は
な
い
と
考
え
る
。

再
質
問　
学
校
給
食
施
設
の

建
設
候
補
地
の
１
つ
に
シ

ビ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
の
一
部
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
給
食
施
設

の
建
設
地
が
確
定
し
た
後
に

検
討
会
議
に
提
案
さ
れ
る
案

が
確
定
す
る
と
い
う
関
係
か
。

答
検
討
会
議
は
公
民
館
と

そ
の
周
辺
の
公
共
施
設
を
ど

う
し
て
い
く
か
が
テ
ー
マ
で

あ
り
、
新
た
に
建
設
す
る
給

食
施
設
を
ど
こ
に
も
っ
て
く

る
の
か
は
直
接
関
係
な
い
。

再
質
問　
以
前
に
公
民
館
の

耐
震
化
費
用
を
試
算
し
た
と

聞
い
て
い
る
が
い
く
ら
か
。

答
平
成
25
、
26
年
頃
に
耐

震
調
査
を
行
い
、
見
積
も
り

を
と
っ
て
お
り
、
２
，
５
０

０
万
円
前
後
だ
っ
た
と
記
憶

し
て
い
る
。

再
質
問　
仮
に
複
合
化
等
の

建
て
替
え
を
行
え
ば
、
向
日

市
の
例
で
は
46
億
円
と
相
当

の
金
額
で
あ
る
。
財
源
は
ど

う
す
る
の
か
。
都
市
計
画
税

を
充
て
る
の
か
。

答
都
市
計
画
事
業
に
す
る

か
ど
う
か
は
検
討
し
て
い
な

い
。
国
の
有
利
な
起
債
を
活

用
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

２
．
水
道
料
金
の
引
き
下
げ

に
つ
い
て

問
２
０
１
５
年
度
か
ら
京

都
府
営
水
の
建
設
負
担
水
量

が
減
量
さ
れ
、
町
負
担
が

減
っ
て
い
る
。
町
民
に
還
元

し
、
水
道
料
金
の
引
き
下
げ

を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
水
道
施
設
整
備
計
画
に

基
づ
き
、
老
朽
化
対
策
や
耐

震
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

多
額
の
経
費
が
見
込
ま
れ
、

今
後
も
厳
し
い
財
政
運
営
が

予
想
さ
れ
る
が
、
経
営
の
健

全
化
に
努
め
て
い
き
た
い
。

※�掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

朝
子
　
直
美
議
員
（
所
属
会
派
＝
日
本
共
産
党
議
員
団
）

西
田
　
光
宏
議
員
（
所
属
会
派
＝
大
山
崎
ク
ラ
ブ
）
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１
．
本
町
に
お
け
る「
民
泊
」

規
制
に
つ
い
て

問
そ
も
そ
も
住
民
が
暮
ら

せ
て
こ
そ
の
「
観
光
」
産
業

で
あ
り
、「
観
光
の
た
め
」
住

民
生
活
に
不
都
合
が
起
こ
る

観
光
施
策
は
本
末
転
倒
で
あ

る
。

　
現
在
、
京
都
市
な
ど
で
は
、

不
特
定
多
数
の
外
国
人
観
光

客
を
「
普
通
」の
住
宅
に
宿

泊
業
の
認
可
な
く
泊
ま
ら
せ

る
不
動
産
投
資
、
違
法
「
民

泊
」が
横
行
し
、
住
民
の
生

活
圏
が
損
な
わ
れ
、
住
民
が

地
域
に
「
住
め
な
く
な
る
」

事
態
が
多
発
し
て
い
る
。 

　
本
来
、
人
の
命
・
財
産
を

預
か
る
宿
泊
業
の
営
業
は
、

旅
館
業
法
・
建
築
基
準
法
・

消
防
法
等
の
厳
し
い
基
準
を

ク
リ
ア
し
た
認
可
が
必
要
で

あ
る
が
、
現
在
、「
民
泊
」
の

ほ
と
ん
ど
は
こ
う
し
た
認
可

を
う
け
な
い
違
法
民
泊
で
あ

る
。 

　
国
は
「
宿
泊
業
」を
規
制

緩
和
し
、
実
質
上
、
違
法
民

泊
を
容
認
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
民
泊
法
」
を
２
０
１
８
年

６
月
か
ら
施
行
す
る
。 

　
京
都
市
は
、市
民
の
生
活
と

観
光
資
源
で
あ
る
町
並
み
を

守
る
た
め
、
厳
し
い
「
民
泊
」

規
制
の
仕
組
み
を
作
る
方
向

で
動
い
て
い
る
。
当
然
、投
資

で
あ
る
違
法
民
泊
が
、規
制
の

弱
い
周
辺
地
域
に
染
み
出
す

こ
と
が
予
想
さ
れ
、大
山
崎
町

も
例
外
で
は
な
い
。 

　
そ
こ
で
、
民
泊
問
題
に
つ

い
て
の
町
の
考
え
を
問
う
。

本
町
で
も
民
泊
規
制
の
仕
組

み
を
早
急
に
作
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

答
本
町
の
観
光
状
況
は
、

観
光
客
が
増
加
す
る
一
方
で
、

観
光
客
の
観
光
消
費
額
は
伸

び
ず
、
宿
泊
施
設
の
確
保
が

課
題
で
あ
る
。
近
隣
住
民
の

生
活
環
境
へ
の
配
慮
も
必
要

で
あ
り
、
調
和
の
と
れ
た
観

光
に
よ
る
活
性
化
を
図
っ
て

い
く
。 

　
そ
の
た
め
、
民
泊
法
を
受

け
て
民
泊
条
例
を
検
討
中
で

あ
る
京
都
府
と
協
議
し
な
が

ら
、
住
環
境
に
考
慮
し
た
上

で
、
本
町
で
も
一
定
の
民
泊

事
業
を
実
施
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

２
．
行
政
の
意
思
決
定
過
程

の
透
明
化
と
情
報
公
開
に
つ

い
て

問
森
友
・
加
計
疑
惑
な
ど
、

行
政
文
書
が
隠
さ
れ
、「
無

い
」
事
に
す
る
当
局
の
姿
勢

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
行
政
が
施
策
を
決
め
る
に

い
た
る
意
思
形
成
過
程
の
透

明
化
は
、
町
政
の
民
主
的
運

営
に
と
り
必
要
不
可
欠
で
あ

る
。そ
れ
に
は
、情
報
公
開
と

行
政
文
書
の
管
理
の
２
つ
が

必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
透

明
化
、
行
政
文
書
な
ど
の
行

政
情
報
の
取
り
扱
い
、
現
行

の
情
報
公
開
条
例
に
つ
い
て

問
う
。

答
透
明
化
は
住
民
の
信
頼

を
得
る
手
段
で
あ
り
、
行
政

情
報
は
広
報
等
で
共
有
し
て

い
る
。
情
報
公
開
制
度
は
一

定
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
。

渋
谷
　
進
議
員
（
所
属
会
派
＝
日
本
共
産
党
議
員
団
）

１
．
就
任
３
年
を
迎
え
た
山

本
町
政
の
評
価
と
今
後
の
課

題
、
10
年
先
の
財
政
状
況
に

つ
い
て

問
積
み
残
さ
れ
た
課
題
、

町
道
イ
ン
フ
ラ
再
整
備
、
避

難
場
所
と
し
て
の
体
育
館
再

整
備
、
第
二
大
山
崎
小
学
校

プ
ー
ル
及
び
学
童
保
育
敷
地

内
移
設
に
つ
い
て
問
う
。

答
町
民
生
活
の
安
心
安
全

を
最
優
先
に
積
み
残
さ
れ
た

課
題
解
決
に
真
摯
に
取
り
組

む
。

問
今
後
の
課
題
と
し
て
、

第
２
保
育
所
民
営
化
と
運
営

支
援
に
つ
い
て
、
公
民
館
再

構
築
と
周
辺
施
設
の
複
合
化

に
つ
い
て
問
う
。

答
民
営
化
の
メ
リ
ッ
ト
を

最
大
限
に
生
か
し
、
し
っ
か

り
と
支
援
を
し
て
い
く
。

　
公
共
施
設
整
備
計
画
に
基

づ
き
、
最
小
限
の
財
政
支
出

で
最
大
限
の
整
備
を
し
た
い
。

問
将
来
に
向
け
た
課
題
と

し
て
、
急
増
し
た
一
般
会
計

の
今
後
の
見
通
し
と
、
町
内

定
住
促
進
策
に
つ
い
て
問
う
。

答
財
政
状
況
は
依
然
と
し

て
厳
し
い
が
、
課
題
解
決
に

向
け
最
大
限
の
努
力
を
す
る
。

　
ま
た
、
定
住
促
進
は
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
本

町
の
魅
力
を
発
信
す
る
。

２
．
２
０
２
５
年
問
題
を
見

据
え
た
高
齢
者
の
ロ
コ
モ

テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
運

動
器
症
候
群
）の
対
策
に
つ

い
て

問
高
齢
者
の
ロ
コ
モ
テ
ィ

ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
運
動
器

症
候
群
）対
策
に
つ
い
て
、要

介
護
・
要
支
援
に
な
る
原
因

の
第
１
位
は
運
動
器
の
障
害

と
さ
れ
て
い
る
。
健
康
寿
命

を
延
ば
し
、
元
気
な
お
年
寄

り
に
社
会
貢
献
を
お
願
い
し
、

扶
助
費
の
抑
制
と
介
護
予
防

施
策
を
充
実
さ
せ
る
必
要
性

を
問
う
。

答
議
員
の
ご
指
摘
の
通
り
、

今
後
の
扶
助
費
は
高
齢
者
人

口
に
比
例
し
て
増
え
続
け
る
。

そ
の
上
で
、
本
町
と
し
て

様
々
な
団
体
、
地
域
と
協
同

し
て
施
策
を
進
め
た
い
。

　
そ
の
他
、ス
ポ
ー
ツ（
ア
ク

テ
ィ
ブ
チ
ャ
イ
ル
ド
プ
ロ
グ

ラ
ム
）を
活
用
し
た
児
童
の

健
全
育
成
と
、
河
川
敷
を
活

用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
、

大
山
崎
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
設
置
な
ど

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

※
２
０
２
５
年
問
題
と
は

　
人
口
減
少
社
会
の
中
で
、

75
歳
以
上
の
高
齢
者
が
５
人

に
１
人
、
65
歳
以
上
の
前
期

高
齢
者
が
３
人
に
１
人
の
割

合
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
生

産
年
齢
人
口
が
減
少
し
、
経

済
の
縮
小
だ
け
で
な
く
、
医

療
・
介
護
・
福
祉
に
か
か
わ

る
人
的
・
物
的
・
財
源
的
問

題
が
発
生
す
る
超
高
齢
社
会

を
２
０
２
５
年
問
題
と
い
い

ま
す
。
今
か
ら
で
も
、
国
・

地
方
自
治
体
は
将
来
ビ
ジ
ョ

ン
を
見
据
え
た
政
策
策
定
が

急
務
で
す
。

※�掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

北
村
　
吉
史
議
員
（
所
属
会
派
＝
大
山
崎
ク
ラ
ブ
）
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こんなことが決まりました12月議会

平成29年
第4回定例会

　

12
月
の
第
４
回
定
例
会
で
は
、
町
体
育
館
の
使
用
料

改
定
や
改
修
工
事
の
変
更
契
約
、
町
道
の
認
定
、
第
二

大
山
崎
小
プ
ー
ル
改
築
工
事
契
約
、
各
会
計
補
正
予
算
、

職
員
の
給
与
改
定
な
ど
の
議
案
、
私
立
幼
稚
園
へ
の
助

成
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て
、
慎
重
に
審
議
の
う
え
可

決（
承
認
、
同
意
ま
た
は
採
択
）し
ま
し
た
。
そ
の
審
議

内
容
の
う
ち
主
な
も
の
を
次
の
と
お
り
紹
介
し
ま
す
。

�

（
審
議
結
果
は
８
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

町
体
育
館　
使
用
料
の
改
定
、改
修
工
事
の
変
更 

契
約（
約
７
，１
０
０
万
円
増
額
）を
可
決

❐
町
体
育
館
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

改
修
中
の
町
体
育
館（
大
体
育
室
）の
空
調
設
備
の
整
備
な
ど
に
伴
い
、
平
成

30
年
度
か
ら
使
用
料
を
改
定
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
で
審
議
し
、
本

会
議
で
討
論
し
た
後
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

今
改
定
に
よ
り
、
使
用
料
減
額
の
要
件
が
具
体
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
使
用

料
が
約
２
割
値
上
げ
さ
れ
、
冷
暖
房
使
用
時
の
加
算
額
も
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

（
例
）�大
体
育
室�

夜
間
使
用
料�

７
，
０
０
０
円�
→�

９
，
０
０
０
円（
冷
暖
房

使
用
時
は
１
時
間
２
，
５
０
０
円
加
算
）

委
員
会
で
は
、
各
委
員
か
ら
値
上
げ
率
の
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

❐
町
体
育
館
改
修
工
事
変
更
請
負
契
約
に
つ
い
て

現
在
、
４
月
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
向
け
て
工
事
中
の
町
体
育
館
に
つ
い
て
、
音
響

機
器
の
更
新
や
外
壁
補
修
、２
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
雨
よ
け
の
設
置
な
ど
の
工
事
を
追

加
し
、
約
７
，１
０
０
万
円
を
増
額
す
る
変
更
契
約
を
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
多
額
の
追
加
工
事
に
つ
い
て
初
め
か
ら
見
込
ん
で
設
計
す
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
と
の
指
摘
に
対
し
、
予
算
の
関
係
で
や
む
な
く
断
念
し
た
箇
所

を
入
札
の
差
額
を
用
い
て
追
加
施
工
す
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
本
会

議
で
は
、
賛
否
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
討
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た（
９
ペ
ー
ジ
参
照
）。

そ
の
他
、町
道
と
法
定
外
公
共
物
の
占
用
料
の
改
定
、第
二
大
山
崎
小
学
校
プ
ー

ル
改
築
工
事
契
約（
金
額
１
億
３
，９
３
２
万
円
）の
締
結
な
ど
に
つ
い
て
審
議
の
う

え
、
可
決
し
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
補
正
予
算
等
を
可
決

❐
一
般
会
計
ほ
か
各
会
計
補
正
予
算

29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
３
〜
５
号
）で
は
、
必
要
な

増
減
額（
補
正
）の
結
果
、
歳
出
予
算
総
額
は
62
億
６
，
１
７
９

万
７
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

主
な
歳
出
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
費（
１
千
万
円
）、
人
件

費（
時
間
外
勤
務
手
当
、
勧
告
に
伴
う
給
与
改
定
な
ど
に
よ
る

増
）、商
工
業
振
興
費
と
し
て
ス
ー
パ
ー（
組
合
型
小
売
店
）の
ト

イ
レ
新
設
整
備
の
補
助
金（
約
１
１
０
万
円
）、
災
害
対
策
費
と

し
て
台
風
21
号
対
応
の
人
件
費（
63
名
分
約
１
４
７
万
円
）、
体

育
館
費
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
会
場
設
営
費

（
10
万
円
）な
ど
。

そ
の
他
、
介
護
保
険
事
業
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
事
業
、

水
道
事
業
の
各
会
計
補
正
予
算
と
と
も
に
審
議
の
う
え
、
そ
れ

ぞ
れ
可
決（
承
認
）し
ま
し
た
。

❐
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
な
ど
の
一
部
改
正

京
都
府
の
人
事
委
員
会
勧
告
等
に
伴
い
、町
長
、副
町
長
、教

育
長
及
び
議
員
の
期
末
手
当
の
引
き
上
げ（
年
０
．
０
５
月
分
）、

職
員
の
給
与
・
勤
勉
手
当
の
引
き
上
げ（
平
均
0.2
％
・
年
0.1
月

分
）を
行
う
た
め
の
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
、
委
員
会
で
審

議
し
、
本
会
議
で
討
論
し
た
後
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
経
常
収
支
比
率
や
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
高

さ
を
指
摘
す
る
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

✐〈町道〉の認定について……第4回定例会では、府道大山崎大枝線（西国街道）の一部をはじ
め次の５路線を〈町道〉として認定することに同意しました。道路法に基づく〈町道〉認定には議
決が必要となり、議会が同意すると、今後は町が町道として維持管理することになります。
・円明寺線第16号（にそと関連の再編による府道大山崎大枝線の一部（井尻〜葛原）延長593.6m）
・下植野線第10号（にそと関連の再編による府道下植野大山崎線の一部（一丁田〜五条本）延長332.5m）
・下植野線第11号（にそと関連の再編による府道下植野大山崎線の一部（菖蒲原〜五条本）延長493.7m）
・円明寺線第118 〜120号（字円明寺小字茶屋前の開発により住宅地内に新設された道路・延長167mほか）
・円明寺線第121 〜124号（字円明寺小字鳥居前の開発により住宅地内に新設された道路・延長676.9mほか）
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議案に対する各議員の表決結果をお知らせします !
【賛成：○　反対：×】（議席順に掲載）

◇賛否が分かれた議案等◆

議案番号
※

議　案　名 議決結果

西
田
光
宏

森
田
俊
尚

山
中
一
成

北
村
吉
史

岸
　
孝
雄

高
木
　
功

辻
真
理
子

朝
子
直
美

渋
谷
　
進

前
川
　
光

波
多
野
庇
砂

小
泉
　
満

68 大山崎町体育館設置条例の一部改正につい
て 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇

議
長
の
た
め
採
決
に
は
加
わ
ら
な
い

79
大山崎町道路線の認定について

（円明寺線第16号・府道大山崎大枝線の一
部延長593.6m）

同 意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ×

80 大山崎町体育館改修工事変更請負契約につ
いて 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇

81 第二大山崎小学校プール改築工事請負契約
について 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇

82
大山崎町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に
関する条例及び特別職の職員で常勤の者の給与
及び旅費に関する条例の一部改正について

原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ×

83 大山崎町職員の給与に関する条例の一部改
正について 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

84 平成29年度大山崎町一般会計補正予算
（第5号） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

第４回　定例会

◇全員が賛成であった議案等◇
議案番号 議　案　名 議決結果

66 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度大山崎町一般会計補正予算（第３号）） 承　 認

67 大山崎町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 原案可決

69 大山崎町道路占用料徴収条例の一部改正について 原案可決

70 大山崎町法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について 原案可決

71 平成29年度大山崎町一般会計補正予算（第４号） 原案可決

72 平成29年度大山崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

73 平成29年度大山崎町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

74 平成29年度大山崎町水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決

75 大山崎町道路線の認定について
（円明寺線第121 ～124号・小字鳥居前の開発地内に新設された道路） 同　 意

76 大山崎町道路線の認定について
（円明寺線第118 ～120号・小字茶屋前の開発地内に新設された道路） 同　 意

77 大山崎町道路線の認定について
（下植野線第11号・府道下植野大山崎線の一部延長493. ７m） 同　 意

78 大山崎町道路線の認定について
（下植野線第10号・府道下植野大山崎線の一部延長332. ５m） 同　 意

請願
４号 私立幼稚園保護者負担軽減並びに幼児教育振興助成に関する請願書 採 択

※75 ～79の各議案名のあとの（　）内はそれぞれ認定された町道の路線名及び概要を記載しています。
※議案番号は平成29年第１回定例会からの通し番号です。



9

議 会 だ よ り

Ｑ

A

議案番号 議　案　名 反対の立場で討論 賛成の立場で討論

68 大山崎町体育館設置条例の一部改正につ
いて 辻 真理子

71 平成29年度大山崎町一般会計補正予算
（第４号） 渋谷 進

72 平成29年度大山崎町介護保険事業特別会
計補正予算（第２号） 辻 真理子

74 平成29年度大山崎町水道事業会計補正予
算（第１号） 朝子 直美

79 大山崎町道路線の認定について（円明寺線第
16号・府道大山崎大枝線の一部延長593.6m）波多野 庇砂

80 大山崎町体育館改修工事変更請負契約に
ついて 渋谷 進 西田 光宏　波多野 庇砂　岸 孝雄

81 第二大山崎小学校プール改築工事請負契
約について 朝子 直美 波多野 庇砂

82
大山崎町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に
関する条例及び特別職の職員で常勤の者の給与
及び旅費に関する条例の一部改正について

前川 光

83 大山崎町職員の給与に関する条例の一部
改正について 前川 光

【討論の状況】本会議の表決前に交わされた討論の状況をお知らせします

討
論
の
内
容
は
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

議 会 ニ ュ ー ス

✒ 妊娠中の女性議員に 着席したままの発言を 初めて許可
　平成29年第4回（12月）定例会では、町議会としては初めて、妊娠中の女性議員の体調に配慮し、一般質問の再質問や討論
（※起立して発言することが慣例）の際に着席したまま発言することを許可しました。
　ごくささやかな１歩ですが、今後も、町議会として、誰もがどんな時も当たり前に必要な配慮を受けられる「誰もが住みよ
いまち」を目指し、女性や子育て世代も参加しやすい議会づくりに取り組んでいきます。
✐ 地方議会の議員に占める女性の割合は年々高くなる傾向にありますが、町村議会ではわずか9.8％（平成28年12月末現在）であり、

政治分野における女性の参画は依然として低い水準にとどまっています。※本町議会は12人中2人の16.7％です。

✒ 議決結果を ホームページで速報
　平成29年第4回（12月）定例会は、12月19日に各議案等の採決を行い閉会しましたが、同月21日に議決結果をホームページに
掲載しました。
　これまでは、各定例会の約2ヶ月後に発行するこの議会だよりでお知らせしていましたが、「あの条例案はどうなったのか」
というお問合せもあったため、今後は各定例会の閉会後なるべく速やかにホームページでお知らせします。（ホーム＞おおや
まざき町議会＞議案・議決結果 でご覧ください。）

知
り
た
い
！ 

議
会
の
情
報 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

Q
　
次
の
議
会
は
い
つ
開
か
れ
る
の
？

🅰　

�

各
定
例
会
の
約
１
ヶ
月
前
に
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し

ま
す
。（
お
お
や
ま
ざ
き
町
議
会
≳
議
会
日
程
）

Q
　
ど
ん
な
一
般
質
問
が
さ
れ
る
の
？

🅰　

�

各
定
例
会
の
開
会
日
翌
日
以
降
に
各
議
員

か
ら
通
告
さ
れ
た
一
般
質
問
の
内
容
を
Ｈ

Ｐ
に
掲
載
し
ま
す
。（
お
お
や
ま
ざ
き
町
議

会
≳
一
般
質
問
）

Q
　
気
に
な
る
あ
の
条
例
は
ど
う
な
っ
た
の
？

🅰　

�

議
決
結
果
は
閉
会
後
数
日
中
に
Ｈ
Ｐ
で
速

報
し
ま
す
。
詳
し
く
は
議
会
だ
よ
り
に
掲
載

し
ま
す
。（
お
お
や
ま
ざ
き
町
議
会
≳
議
案
・

議
決
結
果
）

Q
　
ど
ん
な
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
？

🅰　

�

毎
年
３
・
６
・
９
・
12
月
各
１
日
に
議
決
の

内
容
を
ま
と
め
た
議
会
だ
よ
り
を
発
行
・
配

布
し
、
Ｈ
Ｐ
に
も
掲
載
し
ま
す
。
Ｈ
Ｐ
で
は

平
成
16
年
度
以
降
の
議
会
だ
よ
り
を
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。（
お
お
や
ま
ざ
き
町
議
会

≳
議
会
だ
よ
り
）

Q
　
ど
ん
な
討
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
？

🅰　

�

本
会
議
に
お
い
て
賛
否
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
交
わ
さ
れ
た
討
論
の
内
容
は
、
Ｈ
Ｐ
の

「
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」で
検
索
し
、
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。（
お
お
や
ま
ざ
き
町
議
会
≳�

町
議
会
本
会
議
会
議
録�

）

Q
　
議
会
に
聞
き
た
い
！
言
い
た
い
！

🅰　

�

Ｈ
Ｐ
に
掲
載
の
お
問
合
せ
先
に
メ
ー
ル
し

て
く
だ
さ
い
。（
議
会
係
へ
の
お
問
合
せ
）
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「議会」って何をしているの？どこをめざしているの？

大山崎町議会基本条例について
　平成 26 年９月、町議会は「議会のあるべき姿、めざす場所」を書き込んだ議会基本条例を全議員賛
成のもとに可決しました。

✐二元代表制・・・�地方公共団体では、首長と議会のどちらも住民の直接選挙（投票）によって選ばれた代表です。
町長と町議会（議員）は、対等の立場にあり、それぞれ住民に対して責任を負います。

国会とは違う！　
　  国会は議院内閣制。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名されます。そのため、内閣は国会に対

して責任を負います。
首長と議会の役割は違う！
　  町長は執行機関のトップとして行政を進めます。一方、議会は議事機関であり、各議員が「十分に議論を尽く

す」ことにより、行政を監視し、政策を提言します。そのため、議決には時間がかかります。　
地方公共団体（町）の意思はだれが決めるの？
　  町長ではなく、一議員でもなく、各議員がどうすべきか十分に議論を尽くしたうえで、議会が決めます。議

論するテーマ、「こうしよう」という提案は、執行機関のトップである町長からされることがほとんどですが、
議員も条例案の提出や一般質問などで提案することができます。

　そして、その町長、町議会議員のどちらも直接選挙（投票）で選ぶことができるのは、町民の皆さんです。

「
議
会
基
本
条
例
」と
は

【
条
例
制
定
ま
で
】

　

地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
る
中
で
、
町
議

会
は
、
議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
向
け
て
、

先
進
議
会
の
視
察
を
行
い
、
平
成
25
年
12

月
か
ら
議
会
改
革
特
別
委
員
会
で
議
会
の

あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
検
討
を
重
ね
ま

し
た
。

　

そ
の
成
果
と
し
て
、
平
成
26
年
第
３
回

定
例
会
に
議
会
改
革
特
別
委
員
会
が
議
会

基
本
条
例
案
を
提
案
し
、
全
議
員
賛
成
で

可
決
し
ま
し
た
。

【
条
例
の
目
的
】

　

こ
の
条
例
は
、
二
元
代
表
制（

✐

）に
ふ

さ
わ
し
い
、
町
民
に
開
か
れ
た
町
議
会
の

運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
た

議
会
の
最
高
規
範
で
す
。

　

町
民
の
代
表
と
し
て
の
議
会
及
び
議
員

の
活
動
の
活
性
化
と
充
実
を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
次
の
こ
と
を
目
指
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

①
町
民
の
負
託
に
応
え
る
議
会
の
実
現

　

②
住
民
福
祉
の
向
上

　

③
町
政
の
発
展

議
会
の
活
動（
あ
る
べ
き
姿
）

　
「
議
会
」と
し
て
の
活
動
原
則
に
つ
い

て
、
条
例
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
ま
し
た

第�

４
条　

議
会
は
、
町
民
の
代
表
機
関
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
町
民
に
開
か
れ

た
議
会
運
営
を
目
指
す
た
め
、
議
会
に

関
す
る
情
報
を
公
開
し
、
議
会
の
透
明

性
の
向
上
及
び
信
頼
の
確
保
に
努
め
ま

す
。

　

２�　

議
会
は
、
町
民
の
意
思
を
的
確
に

把
握
し
、
把
握
し
た
意
見
及
び
町
政

運
営
の
状
況
を
踏
ま
え
、
政
策
立
案

及
び
政
策
提
案
を
行
い
ま
す
。

　

３�　

議
会
は
、
充
実
し
た
調
査
活
動
に

基
づ
き
、
論
点
及
び
争
点
を
明
確
に

し
た
審
議
と
討
論
を
行
い
ま
す
。

　

４�　

議
会
は
、
議
員
相
互
間
の
活
発
な

議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
と
と

も
に
、
議
員
平
等
の
原
則
に
の
っ
と

り
、
民
主
的
で
円
滑
な
運
営
を
推
進

し
ま
す
。

　
　
　

☆ 

議
員
間
の
自
由
な
討
議
に
つ
い

て
は
、
議
会
改
革
特
別
委
員
会

で
そ
の
方
法
を�

議
論
中�

で
す
。
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✐議会豆知識✐ 町に要望したい！〜請願・陳情〜

【請願】　�請願は、住民の皆さんが町に対して意見や要望を述べる方法の一つで、憲法によって保障されています。
（STEP ①）
　町議会に請願書を提出するためには、紹介議員としてその内容に賛成する町議会議員の署名、押印が必要となり
ます。まず町議会議員にご相談ください。

（STEP ②）
　請願書は、平日午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間に役場庁舎 4 階議会事務局までご提出ください。年 4 回
の各定例会（3、6、9、12 月）開会日翌日までに提出された請願書は、その定例会中に所管委員会に付託し、審査
のうえ、本会議で議決（採択 or 不採択）します。

（STEP ③）
　請願書を採択した場合、議会はその実現に努力し、必要に応じ町長や教育長に送付して、処理の経過や結果を求
めます。
【陳情】　 陳情は、より簡易な方法で、紹介議員を必要としません。町内在住者（町内の法人）から提出された陳情は、

議会運営委員会で協議し、議会で審査するか、各議員に配布するに止めるか決めます。　　　　　　
※ 請願・陳情の提出方法について、詳しくは HP（ホーム＞おおやまざき町議会＞その他＞町議会に請願・陳情をさ

れる方へ）に掲載していますので、ご覧ください（様式をダウンロードできます）。

議
員
の
活
動（
あ
る
べ
き
姿
）

　
「
議
員
」と
し
て
の
活
動
原
則
に
つ

い
て
、
条
例
に
次
の
よ
う
に
規
定
し

ま
し
た

第�

５
条　

議
員
は
、
町
民
の
代
表
と

し
て
、
町
民
の
多
様
な
意
見
を
把

握
し
て
町
政
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
積
極
的
に
政
策
の
提
案
及
び

提
言
を
行
い
、
町
民
福
祉
の
向
上

及
び
町
政
の
発
展
に
取
り
組
む
こ

と
を
使
命
と
し
ま
す
。

　

２�　

議
員
は
、
町
民
の
負
託
に
こ

た
え
る
た
め
、
町
民
の
意
見
を

的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、

自
己
の
資
質
を
高
め
る
不
断
の

研
さ
ん
に
よ
っ
て
、
町
民
代
表

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
活
動
を
行

い
ま
す
。

　

３�　

議
員
は
、
議
員
相
互
間
の
活

発
な
討
論
と
議
論
を
推
進
し
ま

す
。

　

４�　

議
員
は
、
自
ら
の
議
会
活
動

に
つ
い
て
、町
民
に
わ
か
り
や
す
く

説
明
し
ま
す
。

町
民
と
議
会
の
関
係（
あ
る
べ
き
姿
）

　
町
民
と
議
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
条
例
に
次
の
よ
う
に
規
定
し

ま
し
た

第�

６
条　

議
会
は
、
そ
の
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
町
民
に
対

す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、
議
会
の
活
動
に
関
す
る
情
報

を
積
極
的
に
公
開
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
　

☆
条
例
制
定
と
同
時
に�

広
報
常
任
委
員
会
を
設
置 

し
ま
し
た
。

　

２�　

議
会
は
、
本
会
議
の
ほ
か
、
す
べ
て
の
会
議
を
原
則
公
開

と
し
ま
す
。

　
　
　
☆
ど
な
た
で
も
傍
聴
等
で
き
ま
す（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

３�　

議
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
地
方
自
治
法
に
よ
る
専
門
的
知

見
の
活
用
、
並
び
に
参
考
人
制
度
及
び
公
聴
会
制
度
を
活
用

し
て
町
長
及
び
執
行
機
関
の
職
員
の
意
見
を
聴
き
、
議
会
の

政
策
形
成
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

　

４�　

議
会
は
、
委
員
会
で
の
請
願
及
び
陳
情
の
審
査
に
お
い
て

は
、
提
案
者
の
意
見
を
聴
く
場
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

５�　

議
会
は
、
議
案
に
対
す
る
各
議
員
の
態
度
を
議
会
広
報
及

び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
す
る
等
、
議
員
の
活
動
に
対
し
て

町
民
の
評
価
が
的
確
に
な
さ
れ
る
よ
う
情
報
の
提
供
に
努
め

ま
す
。

　
　
　

☆ 

各
議
員
の
表
決
結
果（
賛
成
か
反
対
か
）は
、
平
成
27
年

か
ら 

議
会
だ
よ
り
に
掲
載
中 
で
す（
８
ペ
ー
ジ
参
照
）。

Ｈ
Ｐ
で
も
議
会
だ
よ
り
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

６��　

議
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
町
民
と
の
懇
談
会
及
び
議
会
報

告
会
等
、
町
民
と
の
意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
な
ど
、
町
民

の
意
見
を
把
握
し
て
議
会
活
動
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
し
ま
す
。

　
　
　

☆ 

懇
談
会
及
び
議
会
報
告
会
等
に
つ
い
て
は
、
議
会
改
革

特
別
委
員
会
で
そ
の
方
法
を�

検
討
中 

で
す
。
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広
報
常
任
委
員
会

　

西
田　

光
宏　

委
員
長

　

辻　

真
理
子　

副
委
員
長

　

岸　
　

孝
雄　

委
員

　

高
木　
　

功　

委
員

　

前
川　
　

光　

委
員

　

波
多
野
庇
砂　

委
員

　

小
泉　
　

満　

委
員

●
閉
会
中
の
委
員
会
開
催
な
ど

★
議
会
運
営
委
員
会

　

１
月
26
日（
金
）

　
　

第
１
回
定
例
会
の
日
程
に
つ
い
て

　

２
月
20
日（
火
）

　
　

第
１
回
定
例
会
予
定
付
議
事
件
の
説
明

★
広
報
常
任
委
員
会

　

２
月
６
日（
火
）

　
「
議
会
だ
よ
り
第
83
号
」編
集
に
つ
い
て

●�

乙
訓
市
町
議
会
議
長
会
主
催
の
議
員
研

修
会
に
議
長
、副
議
長
は
じ
め
各
議
員
が

出
席
し
ま
し
た

　
１
月
30
日（
火
）　

ホ
テ
ル
京
都
エ
ミ
ナ
ー
ス

　

研
修
テ
ー
マ「
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
」

議
会
の
う
ご
き

編
集
後
記

　

数
ヶ
月
つ
づ
い
た
寒
気
も
よ
う
や
く

峠
を
こ
え
た
よ
う
で
す
が
、
町
民
の
皆

様
に
お
か
れ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
健
康
管

理
に
心
を
配
り
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

食
事
や
十
分
な
睡
眠
を
と
っ
て
、
元
気

に
こ
の
冬
を
乗
り
切
っ
て
こ
ら
れ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
今
回
の「
議
会
だ
よ
り
」の
編

集
作
業
で
は
、
議
会
の
審
議
の
経
過
・

結
果
の
あ
ら
ま
し
や
議
会
基
本
条
例
に

つ
い
て
、
限
ら
れ
た
紙
面
の
中
で
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
町
民
の
皆
様
に
議
会

活
動
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、「
わ
か
り
や
す
い
記
事
」や「
目
を

引
く
紙
面
レ
イ
ア
ウ
ト
」を
心
が
け
て

取
り
組
み
ま
し
た
。

　

今
後
も
よ
り
見
や
す
い「
議
会
だ
よ

り
」の
編
集
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
皆
様
の
ご
意
見
・
ご
感
想
等
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。�

（
小
泉　

満
）

皆
様
の
傍
聴
を
歓
迎
い
た
し
ま
す 

～
３
月
議
会
で
は
、
来
年
度

予
算
の
審
議
を
通
し
て
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
す
～

―
３
月
議
会
の
日
程
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�

ぜ
ひ
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
―

第
１
回
定
例
会（
３
月
議
会
）の
日
程　

２
月
26
日（
月
）　

本
会
議（
開
会
）�

３
月
１
日（
木
）　

全
員
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　

議
会
改
革
特
別
委
員
会

　
　

５
日（
月
）　

本
会
議（
一
般
質
問
）

　
　

６
日（
火
）　

本
会
議（
一
般
質
問
）

　
　

７
日（
水
）　

総
務
産
業
常
任
委
員
会

　
　

８
日（
木
）　�

建
設
上
下
水
道
文
教
厚

生
常
任
委
員
会

　
　

９
日（
金
）　

予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　

12
日（
月
）　

予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　

13
日（
火
）　

予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　

14
日（
水
）　

予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　

16
日（
金
）　

予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　

20
日（
火
）　

広
報
常
任
委
員
会

　
　

23
日（
金
）　

本
会
議

�

（
最
終
日
・
討
論
・
採
決
）

〈
開
会（
予
定
）時
間
〉

 

本
会
議　
　
　
　
　
　

 

午
前
10
時

 

予
算
決
算
常
任
委
員
会 

午
前
10
時

 

そ
の
他
の
各
委
員
会　

 

午
後
１
時
30
分

※�

傍
聴
の
際
は
、
役
場
庁
舎
４
階
議
会
事

務
局
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
ご
意
見・ご
感
想
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

町
議
会
事
務
局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

〠
６
１
８-

８
５
０
１

大
山
崎
町
字
円
明
寺
小
字
夏
目
３
番
地

大
山
崎
町
議
会
事
務
局　

ま
で

　

電　

話（
０
７
５
）９
５
６-

２
１
０
１

　
Ｆ
ａ
ｘ（
０
７
５
）９
５
３-

６
０
２
０

　

�

メ
ー
ル（
お
お
や
ま
ざ
き
町
議
会
Ｈ
Ｐ
に

掲
載
の
議
会
係
お
問
合
せ
先
あ
て
）

こんな方法でも傍聴等できます
○もっと気楽に傍聴したい！
　本会議は、役場庁舎4階の委員会室のモニターテレビで
も傍聴できます。また庁舎1階ロビーでも中継します。
○忙しくて傍聴に行けない！
　おおむね次回定例会までにアップするHPの「会議録検
索システム」で気になる箇所を検索し、ご覧ください。
　会議録冊子は庁舎1階や公民館図書室に配架します。
※�詳しくはHP（ホーム＞おおやまざき町議会＞議会について＞議会
の傍聴）をご覧ください。


	83_P1_6
	83_P7_12_web

